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信
託
法
案
に
対
す
る
修
正
案
新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

○ 

信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第 

 
 

号
） 

修 

正 

案 

原 
 
 

案 

 
 
 

附 

則 

（
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
（
学
術
、
技
芸
、
慈
善
、
祭
祀し

、
宗
教
そ
の

他
公
益
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。）
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で
の

間
、
当
該
信
託
に
関
す
る
信
託
事
務
を
適
正
に
処
理
す
る
に
足
り
る
財
産
的

基
礎
及
び
人
的
構
成
を
有
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
法
人
以
外
の
者
を

受
託
者
と
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

４ 

前
項
の
別
に
法
律
で
定
め
る
日
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信

託
の
う
ち
学
術
、
技
芸
、
慈
善
、
祭
祀
、
宗
教
そ
の
他
公
益
を
目
的
と
す
る

信
託
に
係
る
見
直
し
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
も
の
と

し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 
 

附 

則 

（
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
（
学
術
、
技
芸
、
慈
善
、
祭
祀し

、
宗
教
そ
の

他
公
益
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
分
の
間
、
政
令
で
定
め
る

法
人
以
外
の
者
を
受
託
者
と
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
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（
新
設
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